
２０１3．１０．１３                          新聞赤旗読者ニュース「かけはし」           第７４１号         

 

 

無料法律相談無料法律相談無料法律相談無料法律相談    

日時日時日時日時    １１１１１１１１月月月月１１１１日（金）日（金）日（金）日（金）        午後午後午後午後 3333 時～時～時～時～8888 時時時時    

場所場所場所場所    橋本市民会館２Ｆ橋本市民会館２Ｆ橋本市民会館２Ｆ橋本市民会館２Ｆ    予約が必要で予約が必要で予約が必要で予約が必要で

す。す。す。す。 

富岡清彦 33-0796・阪本久代 36-1493 

古倉伸二 32-6406 

 

 

 

 

 

 

9 月議会 一般質問 報告 

介護保険について 

                     市議会議員  阪本久代 

 

 政府は 8 月 21 日、社会保障制度改革国民会議の提言を受け、改革のスケジュールを

定めた「プログラム法案」の骨子を閣議決定しました。介護では 

○要支援者を保険給付からはずす 

○一定以上の所得者の利用料を引き上げる 

というものです。 

 現在要支援の認定でサービスを受けている市民から「今と同じサービスが受けられるの

か」「利用料が高くならないか」と不安の声が出ています。そこで、市の考えを伺います。 

 

*健康福祉部長 答弁* 

 社会保障制度改革国民会議が 8 月 5 日にまとめた報告書は、社会保障制

度を「年齢別」から「負担能力別」への転換を掲げ、一定所得以上の受給者

の利用負担を引き上げること、要支援サービスを段階的に市町村事業へ移

行するとのことです。 

 政府はこれを受け、8 月 21 日に大綱を閣議決定し、秋の臨時国会に改革の

手順を盛り込んだ「プログラム法案」を提出、来年の通常国会に「介護保険法

改正法案」を提出する見込みとのことです。 

 要支援者を保険給付から外す点について、報告書では、保険制度改革で

はなく、提供体制改革の一つとして位置付けています。 

 現行の地域支援事業を効率的な、(仮称)地域包括推進事業に再構築し、

ボランティアなどの受け皿を確保しながら、要支援者へのサービスを段階的

に移行させ、市町村が地域の実情に応じて柔軟で効率的にサービスを提供

できるとの考えです。 

 国は段階的に市町村事業へ移行とのことですので、ハード面及び、ソフト面

の充実・整備等々が市に求められ、対応に膨大な業務が生じるのではないか

と苦慮しているところです。 

 また、報告書では、一定以上の所得がある利用者の負担を、現行 1 割負担

から 2 割負担に引き上げる必要性を示しており、具体的には、来年の介護保

険法の改正案に盛り込まれるものと思われますが、詳細については現在のと

ころ示されていない状況です。 

 今後の予定としては、平成 26 年度策定の第 6 期橋本市高齢者保健福祉計

画及び介護保険事業計画(平成 27 から平成 29 年度)に法改正を盛り込み、

計画策定と並行し制度改正の周知を行ってまいりたいと考えています。 

 

介護保険の改悪を許さず、充実を求めよう 

 

 橋本市において要支援1、522人のうち介護サービスを受けている人は248人、

要支援2、695人のうち介護サービスを受けている人は357人です。認定を受けて

も、介護サービスを受けていない方が半数です。また、要支援者の介護サービス

にかかっている費用は全体の 5%にすぎません。要支援者に対する介護サービス

は、介護度を上げない、また、在宅で長く過ごすためにも必要なものです。介護

の質を下げず、負担も増やさないよ

うにすることが大事です。要介 3 以

上でないと施設に入所できないなど

介護保険の改悪が次々報道されてい

ます。介護保険の改悪を許さない運

動をしていきましょう。 
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